
議案第６６号

１ 議案名

徳島県教育委員会公告式規則の一部を改正する規則について

２ 提案理由

公文書の電子的管理の推進及び業務の効率化に資するため、規則その他の規

程の公布又は公表に係る規定について所要の改正を行う必要がある。

教育政策課



徳島県教育委員会公告式規則の一部改正について

教育政策課

１ 徳島県教育委員会公告式規則の概要

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）

第１５条第２項の規定に基づき、教育委員会規則の公布等に関し必要な事項

を定めている。

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抄）

（教育委員会規則の制定等）

第１５条 （略）

２ 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの

の公布に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

２ 規則改正の理由

公文書の電子的管理の推進及び業務の効率化に資するため、規則その他の

規程の公布又は公表に係る規定について所要の改正を行う必要がある。

３ 規則改正の概要

(1) 規則その他の規程の公布又は公表に係る規定について、次のとおり改正

する。

(現行) (現行)

規則の公布（第２条） 規程の公表（第４条）

公布の旨の前文及び年月日を記入 制定又は公表の旨の前文、年月日

し、その末尾に教育長が署名する 及び教育長名を記入し、教育長印

ものとする。 を押すものとする。

(改正案)

規則その他の規程の公布又は公表（第２条）

制定又は公表の旨の前文、年月日及び教育長名を記入しなければならな

い。

(2) その他所要の整理を行う。

４ 施行期日（等）

令和６年４月１日
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等
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表

題

名

課
（
室
）
名

徳
島
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教

育

政

策

課

担
当
者
名

岡

本

浩

希

電
話
番
号

三

二

〇

八

制
定
理
由

公
文
書
の
電
子
的
管
理
の
推
進
及
び
業
務
の
効
率
化
に
資
す
る
た
め
、
規
則
そ
の
他
の
規
程
の
公

布
又
は
公
表
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

あ
ら
ま
し

一

教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
則
そ
の
他
の
規
程
を
公
布
し
、
又
は
公
表
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

制
定
又
は
公
表
の
旨
の
前
文
、
年
月
日
及
び
教
育
長
名
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し

た
。

二

そ
の
他
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

三

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

予
算
上
の
措
置

関
係
法
規

徳
島
県
公
告
式
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
五
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
一
号
）

法
令
審
査
会

要

・

否
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徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第

号

徳
島
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月

日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

浩

一

徳
島
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
目
的
）
」
を
付
す
。

第
二
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
規
則
の
公
布
等
）
」
を
付
し
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
則
そ
の
他
の
規
程
を
公
布
し
、
又
は
公
表
し
よ
う
と
す
る
と
き
は

、
制
定
又
は
公
表
の
旨
の
前
文
、
年
月
日
及
び
教
育
長
名
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
第
二
項
中
「
規
則
の
公
布
」
を
「
前
項
の
規
則
そ
の
他
の
規
程
の
公
布
及
び
公
表
」
に
改
め
、

「
公
布
す
る
」
を
「
公
布
し
、
又
は
公
表
す
る
」
に
改
め
、
「
そ
の
他
」
を
「
の
掲
示
場
及
び
公
衆
の
」

に
改
め
る
。

第
三
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
規
則
そ
の
他
の
規
程
の
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
「
規
則
は
、
当
該
規

則
」
を
「
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
則
そ
の
他
の
規
程
は
、
当
該
規
則
そ
の
他
の
規
程
」
に
改
め

、
「
公
布
」
の
下
に
「
又
は
公
表
」
を
加
え
る
。

第
四
条
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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徳
島
県
教
育
委
員
会
公
告
式
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号
）

新
旧
対
照
表

改

正

案

現

行

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
五
条

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
五
条

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
委
員
会
規
則
そ
の
他
教
育
委

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
教
育
委
員
会
規
則
そ
の
他
教
育
委

員
会
の
定
め
る
規
程
で
公
表
を
要
す
る
も
の
の
公
布
に
関
し
必

員
会
の
定
め
る
規
程
で
公
表
を
要
す
る
も
の
の
公
布
に
関
し
必

要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
規
則
の
公
布
等
）

第
二
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
則
そ
の
他
の
規
程
を

第
二
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

公
布
し
、
又
は
公
表
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
制
定
又
は
公
表

）
を
公
布
す
る
と
き
は
、
公
布
の
旨
の
前
文
及
び
年
月
日
を
記

の
旨
の
前
文
、
年
月
日
及
び
教
育
長
名
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な

入
し
、
そ
の
末
尾
に
教
育
長
が
署
名
す
る
も
の
と
す
る
。

ら
な
い
。

２

前
項
の
規
則
そ
の
他
の
規
程
の
公
布
及
び
公
表
は
、
徳
島
県

２

規
則
の
公
布

は
、
徳
島
県

報
に
登
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
や
む
を

報
に
登
載
し
て
こ
れ
を
行
う
。
た
だ
し
、
天
災
そ
の
他
や
む
を

得
な
い
事
情
で
徳
島
県
報
に
登
載
し
て
公
布
し
、
又
は
公
表
す

得
な
い
事
情
で
徳
島
県
報
に
登
載
し
て
公
布
す
る

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
県
庁
の
掲
示
場
及
び
公
衆
の
見

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
県
庁
そ
の
他

見

や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

や
す
い
場
所
に
掲
示
し
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
規
則
そ
の
他
の
規
程
の
施
行
期
日
）

第
三
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
則
そ
の
他
の
規
程
は

第
三
条

規
則
は
、
当
該
規
則

、
当
該
規
則
そ
の
他
の
規
程
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除

に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除

く
ほ
か
、
公
布
又
は
公
表
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し

く
ほ
か
、
公
布

の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し

た
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
削
除
）

第
四
条

規
則
を
除
く
ほ
か
、
教
育
委
員
会
の
定
め
る
規
程
を
公

表
す
る
と
き
は
、
制
定
又
は
公
表
の
旨
の
前
文
、
年
月
日
及
び

教
育
長
名
を
記
入
し
、
教
育
長
印
を
押
す
も
の
と
す
る
。

２

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
条
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
こ

れ
を
準
用
す
る
。
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